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Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｊ５－００ その他の自動販売機及び自動サービス機 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－０ 一 その他の自動販売機及び自動サービス機 

Ｈ５－０ 一 整理券発行機 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－７２０～７２３ 表示機付き電子計算機等 

Ｈ２－２１２０ 充電器 

Ｈ２－２１２０Ｂ 床置型 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 

Ｃ３－３７９ ごみ箱及びごみ袋物品及び付属品 

Ｋ０－５３ 空き缶つぶし器 

Ｋ０－５９ 廃棄物処理機械等部品及び付属品 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－７２０ 情報自動販売機 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

１．不特多数の人間が利用し、カード、貨幣を介して商品を供給し、または便宜を図る省力化のための機器で

あって、以下の分類に含まれないもの。ただしコインロッカーやコインランドリー用洗濯機等のように他の分類お

よび関連する分類があるものはＪ５には分類しない。 
 

２．一般の人が、対価を払って物品の購入をしたり、サービスを受けるための機器を分類する。ただし、購入

する人、サービスを受ける人が直接使用する機器であって、店員、駅員等がお客のために使用するものは

含まない。 

 

登録 1165797 Ｊ５－０ 

自動空缶回収機 
登録 975967 Ｊ５－０ 

ビデオテープ自動貸出販売機 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 
 
◆ 空き飲料容器等の回収機については、以下のように分類することとする。 

① 空き飲料容器等を回収し、容器の代金（金銭に準ずるものを含む）を返却する機能を有する空き飲料

容器等回収機及びそれらの部品はＪ５－００に分類。（下図※３、４参照） 
② 空き飲料容器等を圧縮、破砕する機能を有する空き飲料容器等回収機はＫ０－５３、それらの部品は

Ｋ０－５９に分類。 
       ※ ただし、上記①、②両方の機能がある場合は①を優先してＪ５－００に分類する。（下図※５参照）

③ 空き飲料容器等を回収するのみで、上記①、②の機能を持たない空き飲料容器等回収箱はＣ３－３７

００に、それらの部品はＣ３－３７９に分類。（下図※６参照） 
       ※ 屋根等を有する大型の空き飲料容器等回収箱もＣ３－３７００に分類。 

※ 一度回収された空き飲料容器等を二次的に集積する目的のごみ集積箱等はＬ３－１０１に分類。 

  

 ※３                    ※５                   ※６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ※４ 
 

◆ Ｈとの切り分け 

Ｊ５に分類されない自動販売機、自動サービス機はＨに分類する。 

・ 自動契約機はＨ７－７２０～７２３に分類する。 

・ 銀行、駐車場等で使われる番号札の発券機はＪ４－０に分類する。 

・ ただし、写真撮影自動販売機はＪ５－０２に分類する。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１０ 

過去に分類した物品の名称 

自動空き缶回収機   

 

J5-00 登録 01165797 
自動空缶回収機 

     

Ｋ0-53 登録 00941367 
空き缶回収機 

     

Ｃ3-3700 登録 01165802 
廃棄物回収用箱 

  

J5-00 登録 01165797  ハウジングを備えた回収装置組立体 


